
1/24 

○松山市就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行細則 

平成２７年３月３１日 

規則第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

（幼保連携型認定こども園の設置の認可） 

第３条 法第１７条第１項の規定により，幼保連携型認定こども園の設置認可を受けよう

とする者は，幼保連携型認定こども園設置認可申請書（第１号様式）に必要書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合は，内容を審査の上，認可又は不認可を決

定し，幼保連携型認定こども園設置認可決定通知書（第２号様式）又は幼保連携型認定

こども園設置不認可決定通知書（第３号様式）を申請者に交付するものとする。 

（幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可） 

第４条 法第１７条第１項の規定により，幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可

を受けようとする者は，幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可申請書（第５号様式）

に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合は，内容を審査の上，認可又は不認可を決

定し，幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可決定通知書（第６号様式）又は幼保連

携型認定こども園廃止（休止）不認可決定通知書（第７号様式）を申請者に交付するも

のとする。 

（幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可） 

第５条 法第１７条第１項の規定により，幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可

を受けようとする者は，幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書（第８号様式）

に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合は，内容を審査の上，認可又は不認可を決
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定し，幼保連携型認定こども園設置者変更認可決定通知書（第９号様式）又は幼保連携

型認定こども園設置者変更不認可決定通知書（第１０号様式）を申請者に交付するもの

とする。 

（検査証票） 

第６条 法第１９条第２項に規定する証明書は，第１１号様式によるものとする。 

（幼保連携型認定こども園の園長の設置） 

第７条 法第２６条及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

する法律施行令（平成２６年政令第２０３号）第４条の規定により読み替えて準用する

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０条の規定による届出は，必要書類を添え

て幼保連携型認定こども園園長設置届出書（第１２号様式）により行うものとする。 

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定） 

第８条 法第４条第１項の規定により，幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定を受けようとする者は，幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書（第

１３号様式）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合は，内容を審査の上，認定又は却下を決定

し，幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定決定通知書（第１４号様式）又は

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定却下決定通知書（第１５号様式）を申

請者に交付するものとする。 

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の辞退又は休止） 

第９条 松山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども

園の認定の要件を定める条例（令和６年条例第４５号）第４条第１項の規定による届出

は，幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定辞退（休止）届出書（第１６号様

式）により行うものとする。 

（認定こども園変更届出書） 

第１０条 法第２９条第１項又は就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の

推進に関する法律施行規則（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以

下「省令」という。）第１５条第２項の規定による届出は，認定こども園変更届出書（第

１７号様式）により行うものとする。 

（軽微な変更） 

第１１条 省令第２８条第１号の市長が定める数は，幼稚園型認定こども園（就学前の子
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どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項

の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基

準（内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）第１の１の１又は２のロに該当する

ものに限る。）及び地方裁量型認定こども園にあっては，１０又は法第４条第１項第３

号の保育を必要とする子どもに係る利用定員に同項第４号の保育を必要とする子ども以

外の子どもに係る利用定員を加算して得た数に１００分の１０を乗じて得た数のうちい

ずれか小さい数とする。 

（運営の状況の報告） 

第１２条 省令第２９条の報告書は，認定こども園運営状況報告書（第１８号様式）によ

るものとする。 

２ 省令第２９条の市長の定める日は，毎年５月末日（幼保連携型認定こども園以外の認

定こども園の認定を辞退した者にあっては当該認定を辞退した日から起算して３０日以

内，幼保連携型認定こども園を廃止した者にあっては当該廃止した日から起算して３０

日以内）とする。 

３ 省令第２９条第２号の市長が定める事項は，次のとおりとする。 

(1) 職員配置に関すること。 

(2) 職員資格に関すること。 

(3) 施設設備に関すること。 

(4) 教育及び保育の内容に関すること。 

(5) 保育者の資質向上等に関すること。 

(6) 管理運営等に関すること。 

４ 省令第２９条第３号の市長が定める事項は，次のとおりとする。 

(1) 教育及び保育の目標並びに主な内容に関すること。 

(2) 子育て支援事業に関すること。 

(3) 園児の１日の活動内容 

(4) 利用料 

(5) 学級数 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 
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この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年３月３１日規則第４８号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成３１年３月２９日規則第２７号） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年７月１１日規則第８２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式 削除 

第５号様式（第４条関係） 

第６号様式（第４条関係） 

第７号様式（第４条関係） 

第８号様式（第５条関係） 

第９号様式（第５条関係） 

第１０号様式（第５条関係） 

第１１号様式（第６条関係） 

第１２号様式（第７条関係） 

第１３号様式（第８条関係） 

第１４号様式（第８条関係） 

第１５号様式（第８条関係） 

第１６号様式（第９条関係） 

第１７号様式（第１０条関係） 

第１８号様式（第１２条関係） 

 


